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税務訴訟資料 第２７１号－６８（順号１３５７０） 

東京地方裁判所 令和●●年（○○）第●●号 更正処分取消等請求事件 

国側当事者・国（川崎北税務署長） 

令和３年５月２７日棄却・控訴 

判    決 

原告         甲 

被告         国 

同代表者法務大臣   上川 陽子 

処分行政庁      川崎北税務署長 

           鈴木 喜雄 

指定代理人      別紙１指定代理人目録のとおり 

主    文 

１ 原告の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

事実及び理由 

第１ 請求 

１ 川崎北税務署長が平成３０年３月２７日付けで原告に対してした次の各処分をいずれも取り

消す。 

（１）平成２４年分の所得税に係る更正処分のうち、納付すべき税額マイナス５万４０００円を

超える部分及び同更正処分に伴う過少申告加算税の賦課決定処分 

（２）平成２５年分の所得税及び復興特別所得税に係る更正処分のうち、納付すべき税額マイナ

ス５万５１０３円を超える部分及び同更正処分に伴う過少申告加算税の賦課決定処分 

（３）平成２６年分の所得税及び復興特別所得税に係る更正処分のうち、納付すべき税額マイナ

ス５万５１２１円を超える部分及び同更正処分に伴う過少申告加算税の賦課決定処分 

（４）平成２７年分の所得税及び復興特別所得税に係る更正の請求に対する更正すべき理由がな

い旨の通知処分 

２ 川崎北税務署長が平成３０年４月２５日付けで原告に対してした平成２８年分及び平成２９

年分の所得税及び復興特別所得税に係る各更正の請求に対する更正すべき理由がない旨の各通

知処分を取り消す。 

第２ 事案の概要 

父子世帯の父親である原告は、自身が所得税法（令和２年法律第８号による改正前のもの。

以下同じ）２条１項３１号（以下「本件規定」という。）の「寡夫」に該当することを前提に、

同法８１条に定める寡夫控除を適用し、平成２４年分、平成２５年分及び平成２６年分の所得

税等の各確定申告をしたところ、川崎北税務署長（処分行政庁）から、いずれの年分について

も、合計所得金額５００万円以下という同条の所得要件（以下「本件所得要件」という。）を

満たさないから、寡夫控除の適用は認められないとして、各更正処分（以下「本件各更正処
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分」という。）及びこれらに伴う過少申告加算税の賦課決定処分（以下「本件各賦課決定処

分」といい、本件各更正処分と併せて「本件各更正処分等」という。）を受けた。また、原告

は、寡夫控除を適用せずに行った平成２７年分、平成２８年分及び平成２９年分の所得税等の

各確定申告について、寡夫控除を適用すべきであるとしてそれぞれ更正の請求をしたところ、

川崎北税務署長から、更正すべき理由がない旨の各通知処分（以下「本件各通知処分」といい、

本件各更正処分等と併せて「本件各処分」という。）を受けた。 

本件は、原告が、被告を相手に、本件規定が所得税法２条１項３０号イの「寡婦」にはない

本件所得要件を設けていることが性別による差別として憲法１４条１項に違反しており、本件

規定のうち本件所得要件に係る部分は無効であるから、本件所得要件を満たさない原告にも寡

夫控除を適用すべきであると主張して、本件各更正処分のうち申告額を超える部分及び本件各

賦課決定処分並びに本件各通知処分の取消しを求める事案である。 

１ 関係法令の定め 

（１）本件に関係する所得税法及び所得税法施行令（平成２９年政令第１０５号による改正前の

もの。以下同じ）の定めは別紙２－１及び２－２記載のとおりである。 

（２）所得税法における寡婦（寡夫）控除の概要 

所得税法２条１項３０号は、寡婦控除の対象となる「寡婦」について、①夫と死別若し

くは離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるものの

うち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令（所得税法施行令１１条２項）

で定めるもの（その者と生計を一にする子で、他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とさ

れておらず、その年分の総所得金額等の合計額が基礎控除の額以下のもの。以下、単に

「生計を一にする子」という。）を有するもの（同号イ。以下「３０号イの寡婦」又は

「扶養親族のある寡婦」という。）、②夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死

の明らかでない者で政令で定めるもののうち、合計所得金額（純損失の繰越控除等を適用

しないで計算した場合における総所得金額等の合計額）が５００万円以下であるもの（同

号ロ。以下「３０号ロの寡婦」又は「扶養親族のない死別寡婦」という。）と定義してい

る（なお、以下、同号の表記については、所得税法２条１項の記載を省略する場合があ

る。）。 

また、所得税法２条１項３１号（本件規定）は、寡夫控除の対象となる「寡夫」の定義

について、妻と死別若しくは離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない

者で政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令（所得税法施行令１１

条の２第２項）で定めるもの（生計を一にする子）を有し、かつ、合計所得金額が５００

万円以下であるもの（以下、同号の寡夫を単に「寡夫」ということがある。）と定義して

いる。 

寡婦控除又は寡夫控除が適用されると、寡婦又は寡夫に当たる者のその年分の総所得金

額等から２７万円が控除される（所得税法８１条。以下、寡婦控除と寡夫控除を併せて

「寡婦等控除」ということがある。）。 

２ 前提事実（争いのない事実、顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認

められる事実） 

（１）原告の身分関係等 

原告は、平成２４年から平成２９年まで（以下「本件各年」という。）において、給与
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所得者であり、本件各年分の合計所得金額（以下、単に「所得」ということがある。）は

いずれも５００万円を超えている。具体的には、原告の総所得金額（給与所得の金額）は、

平成２４年分が６５３万０７７７円、平成２５年分が６０９万９０２１円、平成２６年分

が６９３万１２６６円、平成２７年分が７０７万０２９２円、平成２８年分が７７３万２

４４６円、平成２９年分が７４６万９８５９円である。（甲１、４～６、乙２～４） 

原告は、妻と離婚した平成２３年９月３０日以降、本件各年を通じて、婚姻しておらず、

３人の子の親権者としてこれらの子らと生計を一にしていた。なお、これらの子らに係る

本件各年分の総所得金額等の合計額は、いずれも基礎控除の額（３８万円）以下であった。

（甲１） 

（２）原告の確定申告等 

原告は、平成２９年１２月２８日、平成２４年分から平成２６年分までの所得税及び復

興特別所得税の確定申告書（平成２４年分は所得税のみ。以下、同税と復興特別所得税を

併せて「所得税等」という。）について、寡夫控除の金額を２７万円と記載して川崎北税

務署長に提出した。 

他方、原告は、同日に提出した平成２７年分の所得税等の確定申告書については、寡夫

控除の金額を記載せず、同日、寡夫控除を適用すべきことを理由とする更正の請求をした。

また、原告は、平成３０年３月１６日に提出した平成２８年分の所得税等の確定申告書及

び同月１５日に提出した平成２９年分の所得税等の確定申告書についても、寡夫控除の金

額を記載せず、同月１６日、寡夫控除を適用すべきことを理由とする更正の請求をした

（以下、平成２７年分の所得税等に係る更正の請求と併せて、「本件各更正請求」とい

う。）。 

（３）本件各処分 

川崎北税務署長は、原告の平成２４年分から平成２６年分までの所得税等に係る調査を

実施したところ、いずれの年分についても合計所得金額が５００万円以下ではなかったこ

とから、原告は本件所得要件を満たさないため本件規定に定める寡夫に該当せず、寡夫控

除は認められないとして、平成３０年３月２７日付けで、本件各更正処分等（その内容は、

それぞれ、別表１～３の「更正処分等」欄のとおり。以下、個別の更正処分を表す場合に

は「平成２４年更正処分」などという。）をした。 

川崎北税務署長は、本件各更正請求に係る調査を実施したところ、原告の平成２７年分

から平成２９年分までにおける合計所得金額がいずれも５００万円以下ではなかったこと

から、原告は寡夫に該当せず、本件各更正請求には更正をすべき理由がないとして、平成

２７年分については平成３０年３月２７日付けで、平成２８年分及び平成２９年分につい

てはいずれも平成３０年４月２５日付けで、本件各通知処分をした（甲７～９）。 

（４）本件訴えの提起等 

原告は、平成３０年５月２４日、国税不服審判所長に対し、本件各処分の取消しを求め

て審査請求をしたところ、同所長は、同年１１月１３日付けで、原告の審査請求を棄却す

る旨の裁決をした（甲１）。 

原告は、令和元年５月８日、本件訴えを提起した（顕著な事実）。 

（５）別件訴訟 

原告は、平成２９年９月２８日、川崎市を相手に、平成２８年度の市民税及び県民税に
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係る特別徴収税額の決定につき取消しを求める訴訟（以下「別件訴訟」という。）を横浜

地方裁判所に提起し、寡夫控除につき子を有する寡婦にはない所得要件を設けている地方

税法の規定（以下「地方税法における寡夫控除の規定」という。）が憲法１４条１項に違

反する旨主張した。これに対し、同裁判所は、平成３０年７月１１日に請求棄却の判決を

し、同判決は、令和元年１０月９日の控訴棄却の判決及び令和２年１０月１２日の上告棄

却の判決（最高裁令和●●年（〇〇）第●●号同年１０月１２日第一小法廷判決。以下

「最高裁令和２年判決」という。）を経て確定した。（乙１１、１２、１８） 

３ 税額等に関する当事者の主張 

本件各処分における課税の計算に係る被告の主張は別紙３のとおりであり、原告は、後記４

の争点に関する部分を除き、その計算の基礎となる金額及び計算方法を明らかに争わない。 

４ 争点 

（１）本件各更正処分及び本件各通知処分の適法性（具体的には、所得税法２条１項３１号〔本

件規定〕のうち、３０号イの寡婦にはない本件所得要件を寡夫について定める部分〔以下、

この両者の所得要件の差異を「本件区別」ということがある。〕が、憲法１４条１項に違反

し無効であるか） 

（２）本件各賦課決定処分の適法性（具体的には、国税通則法〔平成２６年法律第１０号による

改正前のもの。以下同じ〕６５条４項の「正当な理由」の有無） 

５ 当事者の主張 

争点に関する当事者の主張の要旨は、別紙４のとおりである。なお、同別紙において使用し

た略語は本文でも用いる。 

第３ 当裁判所の判断 

当裁判所は、本件規定のうち本件所得要件を定める部分が憲法１４条１項に違反し無効であ

るとは認められず、また、本件各更正処分に伴う過少申告加算税につき国税通則法６５条４項

の「正当な理由」も認められないから、本件各処分は適法であり、原告の請求はいずれも理由

がなく棄却すべきものと判断する。その理由の詳細は以下のとおりである。 

１ 争点（１）（本件各更正処分及び本件各通知処分の適法性〔本件規定のうち本件所得要件を

定める部分が憲法１４条１項に違反し無効であるか〕）について 

（１）判断枠組み 

ア 憲法１４条１項は、国民に対して絶対的な平等を保障したものではなく、合理的理由

なくして差別することを禁止する趣旨であって、国民各自の事実上の差異に相応して法

的取扱いを区別することは、その区別が合理性を有する限り、何ら上記規定に違反する

ものではないと解される。 

ところで、租税は、国家の財政需要を充足するという本来の機能に加え、所得の再分配、

資源の適正配分、景気の調整等の諸機能をも有しており、国民の租税負担を定めるにつ

いて、財政・経済・社会政策等の国政全般からの総合的な政策判断を必要とするばかり

でなく、課税要件等を定めるについて、極めて専門技術的な判断を必要とするから、租

税法の定立については、国家財政、社会経済、国民所得、国民生活等の実態についての

正確な資料を基礎とする立法府の政策的、技術的な判断に委ねるほかはなく、裁判所は、

基本的にはその裁量的判断を尊重せざるを得ないものというべきである。そうすると、

租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別は、その立法目的
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が正当なものであり、かつ、当該立法において具体的に採用された区別の態様が上記目

的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、その合理性を否定すること

ができず、憲法１４条１項の規定に違反するものということはできない（最高裁昭和６

０年判決参照）。 

上記の理は、本件のような所得税法における所得控除の対象となる者について、その属

性の違いを理由とする取扱いの区別をする場合についても当てはまるものというべきで

ある。 

イ この点、原告は、本件区別は性別に基づく差別であるから、本件規定のうち本件所得

要件を定める部分の憲法適合性については、厳格な基準によって審査するべきであると

主張する。 

しかしながら、性別も所得控除の対象となる者に係る属性の一つであって、その生活や

所得に影響を及ぼすこととなる要素の一つであることは否定できないのであるから、本

件区別が性別によって租税法上の扱いを区分するものであるという一事をもって、租税

法の定立に関する政策的、技術的な判断の必要がなくなるわけではなく、立法府の裁量

的判断を尊重すべきことは性別以外の属性の違いを理由とする取扱いの区別の場合と異

なるものではないというべきである。したがって、本件区別についても、上記アの判断

枠組みに基づいて判断することが相当であり、原告の上記主張は採用することができな

い（このことは、別件訴訟〔前提事実（５）〕の最高裁令和２年判決において、地方税

法における寡夫控除の規定が憲法１４条１項に違反するか否かを判断するに当たり、最

高裁昭和６０年判決を引用していることからも明らかである。）。 

（２）所得税法における寡婦等控除に係る規定の立法経緯等 

ア 寡婦控除の制度は、もともと、夫と死別又は離婚した後再婚していない者に１名以上

の扶養親族（係累）がある場合について、職業選択に制限があり、所得を得るために特

別の労力や支出を要するとして、そうした寡婦のみを対象に、昭和２６年税制改正によ

り設けられたものであり、創設の当初においては所得要件は定められていなかった。な

お、当初は所得控除ではなく税額控除が定められていたものであり、所得控除は昭和４

２年税制改正により導入されたが、その導入当初の控除額は７万円であり、その後の数

次の改正により控除額が引き上げられていった。（乙５、６。３０号イの寡婦に相

当。） 

その後、昭和４７年税制改正により、夫と死別した後再婚していない者で扶養親族がい

ないもの（扶養親族のない死別寡婦）についても、夫の家族との関係が続くなど各種の

負担を要するとして寡婦控除の対象に加えられる一方、夫の遺産など所得が相当ある場

合にまでこの負担を考慮する必要はないとして、所得要件（当初は１５０万円以下と定

められていたが、この金額はその後の数次の改正により引き上げられていった。）が設

定された（甲２、乙５、６。３０号ロの寡婦に相当。）。 

イ さらに、昭和５６年税制改正により、父子家庭のための措置として新たに寡夫控除の

制度が創設された。これは、当時の社会情勢の変化に対応し、財源面での制約も考慮し

つつ、寡婦に認められている措置を、税負担の調整のため必要な範囲で男性にも及ぼす

という観点から行われたものであった（乙５）。 

そして、寡夫控除の創設時において、夫の場合は、扶養親族のある寡婦と異なり、既に
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職業を有していて妻と死別又は離婚した場合も引き続きその職業を継続するのが通常で

あって、高額の収入を得ている者も相当割合に上ると考えられたことから、扶養親族の

ない死別寡婦に対する寡婦控除の場合と同様の所得要件が付されることとなった（乙

６）。 

また、寡夫については、妻と死別又は離婚した場合に、職業選択に制限を受けたり、所

得を得るために特別の出費を要するのは、主に扶養が必要な子があるときであり、扶養

親族が父母等の大人だけである場合には、職業選択の制限や特別の出費の必要は考え難

いことなどから、寡婦と異なり、生計を一にする子がある場合に限って所得控除の対象

とすることとされた（乙６）。 

ウ 平成元年税制改正により、租税特別措置として、扶養親族のある寡婦（３０号イの寡

婦）のうち、３０号ロに定める所得要件（当時は３００万円以下。この金額は、平成２

年税制改正により５００万円以下に引き上げられた。）を満たす者については、控除額

が２７万円から３５万円に引き上げられた（乙５）。 

エ 以上の寡婦等控除の制度については、令和２年税制改正において抜本的な見直しが行

われた。その概要は、従前は寡婦等控除の対象外であった婚姻歴のないひとり親につい

ても所得控除の対象とし、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子があり、

本件所得要件を満たす単身者について、同一の所得控除（ひとり親控除。控除額は３５

万円）を適用する一方、寡婦控除は従前の３０号ロの類型（扶養親族のない死別寡婦）

のみとすることとしたものである。これによって、ひとり親控除の対象となる、従前の

３０号イの寡婦（扶養親族のある寡婦）についても、寡夫や婚姻歴のないひとり親と同

様、一律に５００万円以下という所得要件（本件所得要件）が定められることとなった。 

これは、子どもの貧因に対応するため、婚姻歴のないひとり親についても税制上の対応

が必要とされていたことや、男女によって税制上の扱いが異なるのは不公平であり、女

性にも男性同様の所得要件を設けるべきことなどの意見があったことを踏まえ、婚姻歴

の有無による不公平と、男性のひとり親と女性のひとり親との不公平を同時に解消し、

全てのひとり親に対する公平な税制を実現する観点から行われたものである。なお、立

法時における検討の基礎とされた資料によれば、ひとり親家庭（有業者）の平均年収に

ついて、所得５００万円（年収６７８万円程度）を超えるひとり親家庭（基準超過層の

ひとり親家庭）においては、母子世帯の方が父子世帯よりも平均年収が高いことが指摘

されていた。 

（以上につき、乙１４、１５） 

（３）母子世帯及び父子世帯に係る統計等 

ア 厚生労働省は、平成２９年１２月に公表した「平成２８年度全国ひとり親世帯等調

査」において、母子世帯及び父子世帯における収入等の状況につき、以下のとおり公表

した（乙１０の１～３）。 

なお、この調査は、全国の母子世帯及び父子世帯の実態を把握すること等を目的として

おおむね５年ごとに実施されているものであって、同調査における「母子世帯」とは、

父のいない児童（満２０歳未満の子どもであって、未婚のもの。以下同じ）がその母に

よって養育されている世帯であり、「父子世帯」とは、母のいない児童がその父によっ

て養育されている世帯である。 
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（ア）年間収入 

ａ 親の平均年間収入 

年間平均収入は、母子世帯の母親については、平成２２年は２２３万円、平成２

７年は２４３万円であるのに対し、父子世帯の父親については、平成２２年は３８

０万円、平成２７年は４２０万円である。 

ｂ 親の平均年間就労収入 

平均年間就労収入は、母子世帯の母親については、平成２２年は１８１万円、平

成２７年は２００万円であるのに対し、父子世帯の父親については、平成２２年は

３６０万円、平成２７年は３９８万円である。 

ｃ 親の年間就労収入の構成割合 

母子世帯の母親についての年間就労収入の構成割合は、１００万円未満が平成２

８年で２２．３％（平成２３年は２８．６％）であり、１００万円以上２００万円

未満が平成２８年で３５．８％（平成２３年は３５．４％）であり、２００万円以

上３００万円未満が平成２８年で２１．９％（平成２３年は２０．５％）、３００

万円以上４００万円未満が平成２８年で１０．７％（平成２３年は８．７％）であ

り、４００万円以上が９．２％（平成２３年は６．８％）である。 

一方、父子世帯の父親についての年間就労収入の構成割合は、１００万円未満が

平成２８年で８．２％（平成２３年は９．５％）であり、１００万円以上２００万

円未満が平成２８年で１１．７％（平成２３年は１２．６％）であり、２００万円

以上３００万円未満が平成２８年で１５．３％（平成２３年は２１．５％）、３０

０万円以上４００万円未満が平成２８年で２４．９％（平成２３年は１８．８％）

であり、４００万円以上が３９．９％（平成２３年は３７．７％）である。 

（イ）就業率 

ａ 親の就業状況 

就業率は、母子世帯の母親の場合、平成２３年は８０．６％、平成２８年は８１．

８％であるのに対し、父子世帯の父親の場合、平成２３年は９１．３％、平成２８

年は８５．４％である。 

ｂ 正規の職員・従業員の割合 

上記ａのうち、正規の職員・従業員の割合は、母子世帯の母親の場合、平成２３

年は３９．４％、平成２８年は４４．２％であるのに対し、父子世帯の父親の場合、

平成２３年は６７．２％、平成２８年は６８．２％である。 

ｃ パート・アルバイト等の割合 

上記ａのうち、パート・アルバイト等の割合は、母子世帯の母親の場合、平成２

３年は４７．４％、平成２８年は４３．８％であるのに対し、父子世帯の場合、平

成２３年は８．０％、平成２８年は６．４％である。 

（ウ）住居の保有状況 

ａ 持ち家に居住している世帯 

持ち家に居住している世帯の割合は、母子世帯の場合、平成２３年は２９．８％、

平成２８年は３５．０％であるのに対し、父子世帯の場合、平成２３年は６６．

８％、平成２８年６８．１％である。 
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ｂ 本人名義の持ち家に居住している世帯 

上記ａのうち、本人名義の持ち家に居住している世帯の割合は、母子世帯の場合、

平成２３年は１１．２％、平成２８年は１５．２％であるのに対し、父子世帯の場

合、平成２３年は４０．３％、平成２８年は４９．４％である。 

（エ）母子世帯の預貯金額は、５０万円未満が平成２８年で３９．７％（平成２３年は４

７．７％）と最も多い（なお、厚生労働省の前記調査においては、父子世帯の預貯金額

は公表されていない。）。 

（オ）養育費 

母子世帯の母親の養育費受給状況については、「現在も養育費を受けている」が平成

２８年で２４．３％（平成２３年は１９．７％）である。母子世帯の母親が、相手と養

育費の取り決めをしていない理由は、平成２８年において、「相手に支払う意思・能力

がないと思った」が合計３８．６％、「相手と関わりたくない」が３１．４％、「自分

の収入等で経済的に問題がない」は２．８％である。 

父子世帯の父親の養育費受給状況については、「現在も養育費を受けている」が平成

２８年で３．２％（平成２３年は４．１％）である。父子世帯の父親が、相手と養育費

の取り決めをしていない理由は、平成２８年において、「相手に支払う意思・能力がな

いと思った」が合計３１．９％、「相手と関わりたくない」が２０．５％、「自分の収

入等で経済的に問題がない」は１７．５％である。 

イ 平成２９年度就業構造基本調査（甲１７、２０）によれば、同年度における母子世帯

の総数６２万３２００世帯のうち収入７００万円以上（所得５００万円以上にほぼ相当

する。以下同じ）を有するのは１万１５００世帯（約１．８５％）であるのに対し、父

子世帯の総数６万４９００世帯のうち、収入７００万円以上を有するのは１万３３００

世帯（約２０．４９％）である。また、就業構造基本調査の集計結果（甲３）によれば、

おおむね、収入７００万円以上の母子世帯は、平成１９年が８１００世帯（約１．３

７％）、平成２４年が７９００世帯（約１．１９％）であるのに対し、収入７００万円

以上の父子世帯は、平成１９年が１万０１００世帯（約１４．４９％）、平成２４年が

１万３５００世帯（約１５．８５％）である。 

また、就業構造基本調査等によれば、平成２９年の母子世帯の母親の年間収入額は２４

３万円、父子世帯の父親のそれは４２０万円であるところ、これを収入７００万円以下

のものとそれ以外のものに分けてみると、前者においては、母子世帯の母親の平均年収

は２２１万円、父子世帯の父親の平均年収は３７６万円であるのに対し、後者において

は、母子世帯の母親の平均年収は１１４７万円、父子世帯の父親の平均年収は９１４万

円である（甲３、２１～２３）。 

（４）本件区別に係る立法目的の正当性について 

ア 前記（２）の立法経緯等からすると、本件規定が寡夫について３０号イの寡婦（扶養

親族のある寡婦）にはない本件所得要件を設けることとした目的は、母子世帯の母親と

父子世帯の父親との租税負担能力の差異等に鑑みて、財源面での制約を考慮しつつ、寡

婦にのみ認められていた所得控除を必要な範囲で寡夫にも及ぼすことにあったものと解

されるから、その立法目的は正当なものである。 

イ これに対し、原告は、本件規定が本件所得要件を設けた真の立法目的は、寡夫控除の
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適用を制限して税収減を防止するというもっぱら財政上の理由であり、男女間の租税負

担能力の差異等に鑑みたものではないから、正当な目的ではない旨主張する。 

しかしながら、前記（２）イのとおり、本件規定の立法経緯によれば、寡夫については

妻と死別又は離婚した後も従前の職業を継続するのが通常であることや高額の収入を得

ている者も相当割合に上ることなどを踏まえて本件所得要件が設けられたのであるから、

母子世帯の母親と父子世帯の父親との間の租税負担能力の差異等に鑑みたものであるこ

とは明らかであり、原告の上記主張は採用することができない。 

（５）本件区別の態様が立法目的との関連で著しく不合理であることが明らかといえるかについ

て 

ア 本件区別の態様は、寡婦等控除につき、扶養親族のある寡婦については所得要件が設

けられていないのに対し、寡夫については所得（合計所得金額）が５００万円以下であ

ることという所得要件（本件所得要件）を設けたというものである。 

イ そこで、母子世帯の母親と父子世帯の父親につき、それぞれの収入や就労等の状況に

ついて見ると、前記（３）のとおり、近年の統計においても、両者の間には、平均年間

収入には大きな差があり、また、就業状況についても、母子世帯の母親の場合は４割以

上がパート・アルバイト等のいわゆる非正規雇用であるのに対して、父子世帯の父親の

場合は非正規雇用の割合が１割に満たないなど、収入及び就業状況の点において顕著な

差異がある。このように、総体としてみれば、父子世帯の父親は、母子世帯の母親と比

べて、高い租税負担能力を有しているものといえ、かかる状況は、本件各年においても、

おおむね同様であったものと認めるのが合理的である（なお、原告は、父子世帯の父親

と比べて母子世帯の母親の方が、養育費の支払を受けたり財産分与により資産を取得す

るなど有利な面があると主張するが、前記（３）アのとおり、母子世帯の養育費の受給

水準は高いとはいえない上、住居建物の保有状況や預貯金残高を見ても、十分な資産を

有する母子世帯の割合は限定的であることがうかがわれる。）。 

ウ もっとも、基準超過層（所得５００万円超）だけを見れば、近年では母子世帯の母親

の方が父子世帯の父親よりも平均年収が高いとの統計があり、令和２年税制改正におけ

る寡婦等控除の制度の見直しに当たっても、近年のそうした統計が考慮されていること

がうかがわれる（前期（２）エ、（３）イ）。 

そこで、かかる観点も踏まえて、令和２年税制改正前の本件規定において寡夫について

のみ本件所得要件を設定し基準超過層の寡夫が所得控除（寡夫控除）を受けられないと

されていたことが著しく不合理であるか否かについて検討すると、そもそも、寡婦等控

除の制度は、配偶者と死別又は離婚した後の職業選択に制限があり、あるいは所得を得

るために特別の労力や支出を要することに配慮したものであるところ（前記（２）ア）、

財源面での制約を考慮しつつ寡婦にのみ認められていた所得控除を必要な範囲で寡夫に

も及ぼすという立法目的（前記（４）ア）に照らすと、寡夫控除について所得要件を設

けること自体は何ら不合理なものではない。他方、基準超過層における不均衡を是正す

るために扶養親族のある寡婦についても本件所得要件を設けるためには、その旨の立法

的手当てをする必要があるところ、①ひとり親世帯における基準超過層の割合自体が少

ないこと、②基準超過層の母子世帯の数は、同層の父子世帯の数を超えるものでないこ

と、③母子世帯における基準超過層の割合は近年でも２％未満であり、父子世帯におけ
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る基準超過層の割合（約２０％）に比べて顕著な差があること、④これらに加え、平均

像としては依然として低所得者の多い母子世帯の母親について所得要件を設けることに

つき国民の理解を得られるかという問題もあったことに照らすと、３０号イの寡婦（扶

養親族のある寡婦）のうち基準超過層にあるものについて、これを寡婦控除の対象から

除外する旨の立法的手当てを行わず、母子世帯と父子世帯の総体的な租税負担能力の差

異等を重視した制度を維持することにも、相応の合理性があったということができる。

こうした状況を踏まえると、基準超過層の母子世帯の母親に係る平均年収が父子世帯の

父親のそれを上回ったとする近年の統計や、これを踏まえた令和２年税制改正によって

扶養親族のある寡婦につき本件所得要件が設けられたことを考慮しても、同税制改正前

の本件規定における本件区別の態様が立法目的との関連で著しく不合理であったという

ことはできない。 

エ 以上によれば、本件各年当時において、本件規定が寡夫控除につき３０号イの寡婦に

はない所得５００万円以下という本件所得要件を設けていたことについて、著しく不合

理であることが明らかであったということはできない。 

オ 原告の主張について 

（ア）原告は、①租税負担能力の低い者への配慮等が立法目的であるならば、基準以下の

層の母子世帯の母親と同層の父子世帯の父親との間の負担を調節する手段こそが立法目

的と関連性のある手段であるところ、本件規定において本件所得要件を設けても、その

ような調節はできない上、基準超過層では母子世帯の母親と父子世帯の父親との間に租

税負担能力の大きな差異は存在しないことからすると、本件区別は性別に基づく差別に

ほかならない、②死別等によって特別の支出等が生じる者への配慮という観点からは、

収入にかかわらず寡婦等控除の対象とすべきであり、基準超過層の母子世帯の母親につ

き所得要件を設けるという方法を採ることは相当ではない旨主張する。 

しかしながら、上記ウにおいて説示したとおり、前記（２）の寡婦等控除の趣旨から

すれば、十分な租税負担能力を有する者に所得控除を認める必要性は乏しいのであるか

ら、寡夫控除に本件所得要件を設けることそのものは、まさに納税者の租税負担能力に

着目しているのであり、それ自体が不合理であるとはいえないし、基準超過層における

寡婦と寡夫の不均衡を是正するために扶養親族のある寡婦に本件所得要件を課すことは

十分に合理性を有する手段であるから、原告の上記主張は採用することができない。 

（イ）また、原告は、平成元年税制改正により扶養親族のある寡婦のうち本件所得要件を

満たすものについて寡婦控除の金額が３５万円に引き上げられたこと（前記（２）ウ）

を根拠に、本件区別は基準超過層の扶養親族のある寡婦に係る少数不追及として是認し

得るものではない旨主張する。 

しかしながら、上記改正は扶養親族のある寡婦のうち相当割合を占める基準以下の層

のものについて控除額を引き上げるというものであり、少数である基準超過層の扶養親

族のある寡婦について立法的な手当てをしたものではないから、原告の主張その前提を

欠くものというほかない。 

（６）以上によれば、本件規定のうち、３０号イの寡婦にはない本件所得要件を寡夫について設

けている部分が、憲法１４条１項に違反し無効であるとはいえない。したがって、本件所得

要件を満たしていない原告に寡夫控除が適用されないことを前提としてされた本件各更正処
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分及び本件各通知処分はいずれも適法である。 

２ 争点（２）（本件各賦課決定処分の適法性〔具体的には、国税通則法６５条４項の「正当な

理由」の有無〕）について 

上記１のとおり、本件各更正処分は適法であるところ、原告の主張によっても、本件各更正

処分により原告が新たに納付することとなった税額の計算の基礎となった事実に関して、国税

通則法６５条４項の「正当な理由」に該当するような事由は認められない。 

よって、本件各賦課決定処分は適法である。 

第４ 結論 

以上によれば、原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし、主文のと

おり判決する。 

東京地方裁判所民事第５１部 

裁判長裁判官 清水 知恵子 

裁判官 横地 大輔 

裁判官 定森 俊昌 
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（別紙１） 

指定代理人目録 

齋藤 章隆、平山 未知留、倉田 将幸、木村 智広、大工原 利二、萩原 徹夫 

以上
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                                     （別紙２－１） 

〇 所得税法（令和二年法律第八号による改正前のもの） 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一～二十九（略） 

三十 寡婦 次に掲げる者をいう。 

イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政

令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有す

るもの 

ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政

令で定めるもののうち、第七十条（純損失の繰越控除）及び第七十一条（雑損失の繰越控除）の

規定を適用しないで計算した場合における第二十二条（課税標準）に規定する総所得金額、退職

所得金額及び山林所得金額の合計額（以下この条において「合計所得金額」という。）が五百万

円以下であるもの 

三十一 寡夫 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかで

ない者で政令で定めるもののうち、その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し、か

つ、合計所得金額が五百万円以下であるものをいう。 

三十二～四十八（略） 

２（略） 

（寡婦（寡夫）控除） 

第八十一条 居住者が寡婦又は寡夫である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金

額又は山林所得金額から二十七万円を控除する。 

２ 前項の規定による控除は、寡婦（寡夫）控除という。 
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（別紙２－２） 

〇 所得税法施行令（平成二十九年政令第一〇五号による改正前のもの） 

（寡婦の範囲） 

第十一条 （略） 

一～五（略） 

２ 法第二条第一項第三十号イに規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、そ

の者と生計を一にする子（他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。）でそ

の年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が基礎控除の額に相当する金額以

下のものとする。 

（寡夫の範囲） 

第十一条の二 （略） 

２ 法第二条第一項第三十一号に規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、そ

の者と生計を一にする子（他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。）でそ

の年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が基礎控除の額に相当する金額以

下のものとする。
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          （別紙３） 

被告の主張する課税の根拠及び計算 

１ 本件各処分の根拠及び適法性 

被告が本訴において主張する原告の本件各年分の所得税における納付すべき税額等は、次の

とおりである。 

（１）平成２４年分 

 ア 総所得金額（給与所得の金額）                ６５３万０７７７円 

イ 所得控除（寡夫控除を含まない。以下、別紙３において同じ。）の額の合計額  

１８２万１１５７円 

 ウ 課税総所得金額                       ４７０万９０００円 

 上記金額は、前記アの総所得金額６５３万０７７７円から前記イの所得控除の額の合

計額１８２万１１５７円を控除した後の金額（ただし、国税通則法１１８条１項の規定

により１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの。後記（２）から（６）までの各ウ

において同じ。）である。 

 エ 納付すべき税額                              ０円 

上記金額は、次の（ア）の金額５１万４３００円から、（イ）の金額１４万４９００円

及（ウ）の金額３６万９４００円を控除した後の金額である。 

（ア）課税総所得金額に対する税額                 ５１万４３００円 

上記金額は、前記ウの課税総所得金額４７０万９０００円に所得税法８９条１項（平

成２６年分以前においては、平成２５年法律第５号による改正前のもの。）に規定する

税率を乗じて算出した金額である。 

（イ）住宅借入金等特別控除の額                  １４万４９００円 

（ウ）源泉徴収税額                        ３６万９４００円 

（２）平成２５年分  

ア 総所得金額（給与所得の金額）                ６０９万９０２１円 

イ 所得控除の額の合計額                    ２２１万２４６４円 

ウ 課税総所得金額                       ３８８万６０００円 

上記金額は、前記アの総所得金額６０９万９０２１円から前記イの所得控除の額の合計

額２２１万２４６４円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額                              ０円 

上記金額は、次の（ア）の金額３４万９７００円から、（イ）の金額１３万８７００円

を控除し、（ウ）の金額４４３１円を加算して、更に（エ）の金額２１万５４００円を

控除した金額である（ただし、国税通則法１１９条１項の規定により１００円未満の端

数を切り捨てた後のもの。後記（３）及び（４）の各エにおいて同じ）。 

（ア）課税総所得金額に対する税額                 ３４万９７００円 

上記金額は、前記ウの課税総所得金額３８８万６０００円に所得税法８９条１項に規

定する税率を乗じて算出した金額である。 

（イ）住宅借入金等特別控除の額                  １３万８７００円 

（ウ）復興特別所得税額                         ４４３１円 
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上記金額は、前記（ア）の金額３４万９７００円から前記（イ）の金額１３万８７０

０円を控除した後の金額２１万１０００円に東日本大震災からの復興のための施策を実

施するために必要な財源の確保に関する特別措置法（以下「財確法」という。）１３条

に規定する１００分の２．１の税率を乗じて計算した金額である。 

（エ）源泉徴収税額                        ２１万５４００円 

（３）平成２６年分 

ア 総所得金額（給与所得の金額）                ６９３万１２６６円 

イ 所得控除の額の合計額                    ２２９万４２６８円 

ウ 課税総所得金額                       ４６３万６０００円 

上記金額は、前記アの総所得金額６９３万１２６６円から前記イの所得控除の額の合計

額２２９万４２６８円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額                              ０円 

上記金額は、次の（ア）の金額４９万９７００円から、（イ）の金額１３万２４００円

を控除し、（ウ）の金額７７１３円を加算して、更に（エ）の金額３７万５０００円を

控除した後の金額である。 

（ア）課税総所得金額に対する税額                 ４９万９７００円 

上記金額は、前記ウの課税総所得金額４６３万６０００円に所得税法８９条１項に規

定する税率を乗じて算出した金額である。 

（イ）住宅借入金等特別控除の額                  １３万２４００円 

（ウ）復興特別所得税額                         ７７１３円 

上記金額は、前記（ア）の金額４９万９７００円から前記（イ）の金額１３万２４０

０円を控除した後の金額３６万７３００円に財確法１３条に規定する１００分の２．１

の税率を乗じて計算した金額である。 

（エ）源泉徴収税額                        ３７万５０００円 

（４）平成２７年分 

ア 総所得金額（給与所得の金額）                ７０７万０２９２円 

イ 所得控除の額の合計額                    ２６８万６９１０円  

ウ 課税総所得金額                       ４３８万３０００円 

上記金額は、前記アの総所得金額７０７万０２９２円から前記イの所得控除の額の合計

額２６８万６９１０円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額                         ２万２３００円 

上記金額は、次の（ア）の金額４４万９１００円及び（イ）の金額９４３１円の合計額

から、（ウ）の金額４３万６２００円を控除した後の金額である。 

（ア）課税総所得金額に対する税額                 ４４万９１００円 

上記金額は、前記ウの課税総所得金額４３８万３０００円に所得税法８９条１項に規

定する税率を乗じて算出した金額である。 

（イ）復興特別所得税額                         ９４３１円 

上記金額は、前記（ア）の金額４４万９１００円に財確法１３条に規定する１００分

の２．１の税率を乗じて計算した金額である。 

（ウ）源泉徴収税額                        ４３万６２００円 
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（５） 平成２８年分 

ア 総所得金額（給与所得の金額）                ７７３万２４４６円 

イ 所得控除の額の合計額                    ２７６万０３４０円 

ウ 課税総所得金額                       ４９７万２０００円 

上記金額は、前記アの総所得金額７７３万２４４６円から前記イの所得控除の額の合計

額２７６万０３４０円を控除した金額である。 

エ 納付すべき税額                          △５２９６円 

上記金額は、次の（ア）の金額５６万６９００円及び（イ）の金額１万１９０４円の合

計額から、（ウ）の金額５８万４１００円を控除した後の金額である。 

なお、「△」（マイナス）は、還付金の額に相当する税額を意味する（以下同じ）。 

（ア）課税総所得金額に対する税額                 ５６万６９００円 

上記金額は、前記ウの課税総所得金額４９７万２０００円に所得税法８９条１項に規

定する税率を乗じて算出した金額である。 

（イ）復興特別所得税額                       １万１９０４円 

上記金額は、前記（ア）の金額５６万６９００円に財確法１３条に規定する１００分

の２．１の税率を乗じて計算した金額である。 

（ウ）源泉徴収税額                        ５８万４１００円 

（６） 平成２９年分 

ア 総所得金額（給与所得の金額）                ７４６万９８５９円 

イ 所得控除の額の合計額                    ３１５万７６３５円 

ウ 課税総所得金額                       ４３１万２０００円 

上記金額は、前記アの総所得金額７４６万９８５９円から前記イの所得控除の額の合計

額３１５万７６３５円を控除した後の金額である。 

エ 納付すべき税額                        △２万６８６８円 

上記金額は、次の（ア）の金額４３万４９００円及び（イ）の金額９１３２円の合計額

から、（ウ）の金額４７万０９００円を控除した後の金額である。 

（ア）課税総所得金額に対する税額                 ４３万４９００円 

上記金額は、前記ウの課税総所得金額４３１万２０００円に所得税法８９条１項に規

定する税率を乗じて算出した金額である。 

（イ）復興特別所得税額                         ９１３２円 

上記金額は、前記（ア）の金額４３万４９００円に財確法１３条に規定する１００分

の２．１の税率を乗じて算出した金額である。 

（ウ）源泉徴収税額                                               ４７万０９００円 

２ 本件各更正処分の適法性 

被告が主張する原告の平成２４年分から平成２６年分までの所得税等の納付すべき税額は、

前記１（１）エ、（２）エ及び（３）エで述べたとおり、それぞれ、 

平成２４年分                                 ０円 

平成２５年分                                 ０円 

平成２６年分                                 ０円 

であるところ、上記各金額は、いずれも本件各更正処分における納付すべき税額と同額である
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から、本件各更正処分はいずれも適法である。 

３ 本件各通知処分の適法性 

被告が主張する原告の平成２７年分から平成２９年分までの所得税等の納付すべき税額は、

前記１（４）エ、１（５）エ及び１（６）エで述べたとおり、それぞれ、 

平成２７年分                            ２万２３００円 

平成２８年分                             △５２９６円 

平成２９年分                           △２万６８６８円 

であるところ、上記各金額は、いずれも上記各年分に係る確定申告書における納付すべき税額

と同額であるから、本件各通知処分はいずれも適法である。 

４ 本件各賦課決定処分の根拠及び適法性 

本件各更正処分に伴って賦課されるべき過少申告加算税の額は、次の（１）から（３）まで

のとおりであるところ、これらの額は、本件各賦課決定処分における過少申告加算税の額とい

ずれも同額であるから、本件各賦課決定処分はいずれも適法である。 

（１）平成２４年分の過少申告加算税の額                   ５０００円 

上記金額は、国税通則法６５条１項の規定に基づき、平成２４年更正処分により原告が

新たに納付すべき税額５万円（ただし、国税通則法１１８条３項の規定に基づき１万円未

満の端数を切り捨てた後のもの。後記（２）及び（３）において同じ。）に１００分の１

０の割合を乗じて算出した金額である。 

（２）平成２５年分の過少申告加算税の額                   ５０００円 

上記金額は、通則法６５条１項の規定に基づき、平成２５年更正処分により原告が新た

に納付すべき税額５万円に１００分の１０の割合を乗じて算出した金額である。 

（３）平成２６年分の過少申告加算税の額                   ５０００円 

上記金額は、通則法６５条１項の規定に基づき、平成２６年更正処分により原告が新た

に納付すべき税額５万円に１００分の１０の割合を乗じて算出した金額である。 

以上 
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（別紙４） 

当事者の主張の要旨 

１ 争点（１）（本件各更正処分及び本件各通知処分の適法性〔具体的には、本件規定のうち、

本件所得要件を定める部分が憲法１４条１項に違反し無効であるか〕）について 

（被告の主張の要旨） 

（１）判断枠組みについて 

憲法１４条１項は、国民に対し絶対的な平等を保障したものではなく、合理的理由なく

して差別をすることを禁止する趣旨であって、国民各自の事実上の差異に相応して法的取

扱いを区別することは、その区別が合理性を有する限り、何ら上記規定に違反するもので

はない。そして、租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別は、

その立法目的が正当なものであり、かつ、当該立法において具体的に採用された区別の態

様が上記目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、その合理性を否定

することができず、これを憲法１４条１項の規定に違反するものということはできないも

のと解するのが相当である（最高裁昭和●●年（〇〇）第●●号同６０年３月２７日大法

廷判決・民集３９巻２号２４７頁〔以下「最高裁昭和６０年判決」という。〕参照）。 

憲法１４条１項後段の部分は、区別の条件（事項）を例示的に列挙したものであるから、

後段に列挙されていない事項に比べてより厳格な審査が求められているものではない。 

そして、租税法上の取扱いが性別によって異なっているという一事をもって、租税法の

定立に関する総合的判断や専門技術的判断の必要性が変わるとは考えられず、立法府の裁

量の尊重の必要性がなくなるとは考え難いものであって、租税法の分野における性別によ

る取扱いの差異についても、前掲最高裁昭和６０年判決と同様のいわゆる合理性の基準を

適用すべきである。 

（２）本件区別に係る立法目的について 

寡夫控除の制度は、昭和５６年の税制改正に当たって、従前は、一定の要件を満たした

女性についてのみ寡婦として所得控除が認められていたものを、父子世帯のための措置と

して、妻と死別し、又は離婚した者等のうち一定の要件を満たすものについて寡夫と定義

した上で、所得控除を認めることとしたものであって、この制度は、寡婦控除に準じて新

たに設けられたものである。 

そして、所得税法が、寡夫につき本件所得要件を設け、合計所得金額が５００万円を超

える場合には寡夫には該当せず、所得控除を認めないこととしたのは、父子世帯の父親の

場合は、母子世帯の母親とは異なり、通常は父子世帯となる前に既に職業を有しており、

父子世帯となった後も引き続き事業を継続したり、勤務を継続したりするのが普通と認め

られ、また、高額の収入を得ている者も多いなど、男性と女性の間に存在する租税負担能

力の違いや生活関係の差異等を考慮したものと解されるから、寡夫につき、３０号イの寡

婦にはない本件所得要件を設けた立法目的は正当なものといえる。 

寡夫控除導入時の立法資料（甲２）を見ても、本件区別の真の立法目的が、もっぱら寡

夫控除導入時の財政事情が理由であって、寡夫と寡婦との租税負担能力の差異等を考慮し

たものではないなどとは記載はされていない。 

（３）立法目的との関係において、本件区別の態様が合理的といえるかについて 



20 

ア 厚生労働省が平成２９年１２月に公表した「平成２８年度全国ひとり親世帯等調査」

の結果報告によれば、近時でも、母子世帯と父子世帯との間には、年間収入、就業状況、

住居保有状況などの点において、明確に差異が存在している。すなわち、親自身の平均

年間就労収入については、平成２２年及び平成２７年のいずれにおいても、父子世帯は

母子世帯の約２倍に及んでおり、また、就業状況については、それ自体としては、平成

２３年及び平成２８年のいずれも父子世帯と母子世帯との間で大きな違いはないものの、

母子世帯はそのうち約半分がパート・アルバイト等のいわゆる非正規雇用であるのに対

して、父子世帯の非正規雇用の割合は１割に満たない。父子世帯の父親は母子世帯の母

親と比べて、相対的に高い租税負担能力を有しているものといえ、かかる状況は、本件

各年においてもおおむね同様であったものと認められる。 

本件区別は、このような父子世帯と母子世帯の差異等を考慮したものであって、著しく

不合理であるとは到底認められない。したがって、本件規定のうち本件所得要件を定め

る部分が憲法１４条１項に違反するものとは認められない。 

イ なお、本件規定を含む寡婦等控除の制度については、令和２年税制改正において見直

しが行われたところ、その概要は、従前は寡婦等控除の対象外であった婚姻歴のないひ

とり親を対象に取り込み、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有す

る単身者について、同一の所得控除（以下「ひとり親控除」という。）を適用すること

とし、ひとり親控除と寡婦控除に整理したこと、寡婦についても、寡夫と同様の要件と

するため、上記控除の要件として合計所得金額５００万円の所得制限（本件所得要件）

を設けることとしたこと等である。 

上記改正の経緯において、改正前に寡夫について本件所得要件を定めていたこと自体が

憲法１４条１項に違反するというような意見や考え方は全く示されていないし、そのよ

うな議論もされていない。さらに、寡夫控除における本件所得要件は上記改正後も維持

されていることからすると、令和２年税制改正を踏まえても、本件規定が憲法１４条１

項に違反するものでなかったことは明らかというべきである。 

（４）その余の原告の主張に対する反論 

ア 原告は、本件区別が合理的であるというためには、高所得の母子世帯の母親と高所得

の父子世帯の父親との間での租税負担能力の差異が立証されなければならないと主張す

る。 

しかしながら、寡夫控除は、「昭和５６年度の税制改正に関する答申」において、「財

源面での制約も考慮しつつ、税負担の調整のための必要最小限の配慮をすることが適当

であると考える。このような観点から、父子家庭のための措置として一定の要件の下に

寡婦控除に準じた制度を創設することが適当である」とされたことを受けて、所得税法

が改正され、所得制限を設けた上で創設されたものである。すなわち、具体的な制度の

創設に当たっては、財源面の制約や税負担の調整を考慮することが必要であり、それら

を踏まえ、高所得者である寡夫にまで担税力の減殺を調整する必要性は乏しいと考えら

れることから、寡夫控除には所得制限（本件所得要件）が設けられたものと認められる。 

そして、原告が主張するように仮に所得が５００万円を超える母子世帯の母親と父子世

帯の父親とを比較すると租税負担能力等に差がないとしても、このことは、３０号イの

寡婦に対する寡婦控除について所得による制限を設けないことを不合理とする理由とは
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なり得たとしても、直ちに原告に寡夫控除を適用しないことを不合理とすべき理由とは

ならないというべきである。なぜなら、上記の取扱いの差異によって寡夫控除の適用が

受けられない結果、原告が著しい負担を強いられているといった事情は認められない

（現に原告は、本件各年分のいずれにおいても、少なくとも８００万円以上の給与収入

を得ている。）からである。 

また、仮にこのような負担が生じていたとしても、それは寡夫控除の適用対象を画する

所得の上限が現実に合致せず低すぎるというにすぎないところ、この上限額をどう定め

るかは、正に国家財政、社会経済、国民所得、国民生活等の実態についての正確な資料

を基礎とする立法府の政策的、技術的な判断に委ねるほかない問題であり、裁判所はそ

の裁量的判断を尊重すべきものと考えられる。そうすると、原告の主張は、３０号イの

寡婦に対し所得制限なしに寡婦控除を適用することが不合理で憲法１４条１項に違反す

ることをいうにとどまり、原告に寡夫控除を適用しないことが不合理であることをいう

ものとはいえないから、本件各処分が違憲違法となるものではなく原告の主張は失当で

ある。 

また、原告が提出する証拠（甲１７、２０）によっても、平成２９年度における母子世

帯の総数は６２万３２００世帯で、うち７００万円以上の所得を有するのは１万１５０

０世帯で、率にして１．８５％程度にとどまるのに対し、父子世帯の総数６万４９００

世帯のうち、７００万円以上の所得を有するのは１万３３００世帯で、率にして約２０．

４９％にも及ぶ。上記の母子世帯の１．８５％という数字は、仮にこれらの世帯におい

て十分な租税負担能力があって本来は寡婦控除を受けるような特別の支出がなかったと

しても、租税の効率的徴収の観点から制度として是認し得る程度の範囲といえる。原告

の主張は、この１．８５％の母子世帯との均衡を取るために、本来、十分な租税負担能

力を有するはずの２割以上の父子世帯にも寡夫控除を適用すべきとするものであって、

不合理であることが明らかである。 

イ 原告は、租税負担能力については、中低所得のひとり親では父子世帯のほうが母子世

帯より高く、高所得のひとり親では父子世帯と母子世帯はほぼ同等であるのが実態であ

るから、寡夫にのみ本件所得要件を設けるという手段では、中低所得の母子世帯と父子

世帯の租税負担を調節することにはならず、目的を達成することができないし、高所得

の父子世帯の父親を、性別の違いだけで租税負担を重くする理不尽なものであり、不合

理な手段であって、寡夫控除における立法目的と立法手段に合理的関連性がない旨主張

する。 

しかしながら、所得控除の一つである寡婦等控除は、それが適用される者の税負担を軽

減することを目的とするものであって、適用されない者の税負担を重くする趣旨のもの

ではないし、冷遇しようとする趣旨のものでもない。また、そのような目的を有する所

得控除には、高所得者にまで担税力の減殺を調整する必要性が乏しいとして所得制限が

設けられているものも少なからず存在しており、その結果、高所得者は、所得控除の適

用要件を満たさない他の者と同様に租税負担を負うこととなるが、その場合においても

中低所得者の租税負担の軽減を図るという目的は達成されるのであるから、「寡夫にの

み所得要件を設けるという手段では、中低所得の母子世帯と父子世帯の租税負担を調節

することにはならず、目的を達成することができない」とする原告の上記主張には理由



22 

がない。 

そして、前記のとおり、母子世帯と父子世帯との間には、年間収入、就業状況、住居保

有状況などの点において、明確に差異が存在しているのであるから、父子世帯全体と母

子世帯全体を総体として見れば収入額、就労状況、仕事の安定性等の面で差異があって

租税負担能力や生活実態に差があることが認められ、このような差異を考慮して、寡夫

控除の対象となる父子世帯の父親につき所得制限を設けることとしても、明らかに合理

性に欠けるとはいえない。原告の主張は所得控除の制度の趣旨を正解しないものであっ

て失当である。 

ウ 原告は、寡夫控除の所得制限により不合理な取扱いを受けている者に対しては、本件

規定を全体として無効とするのではなく、寡婦控除との区別を生じさせている部分のみ

を除いて適用されるべきである旨主張する。しかしながら、そのようなことを認めれば、

十分な租税負担能力を有する高所得者の税負担を軽減することとなり、寡夫控除の立法

趣旨に反する結果となる。 

その点をおくとしても、寡婦等控除の制度に係る立法の経緯等に照らすと、寡夫控除の

対象を中低所得層の父子世帯の父親に限るべきとする立法者の強い意思がうかがわれ、

対象を一定の所得以下の者に限ることはその他の寡夫控除の要件と不可分一体となって

いると見るべきであって、原告の上記主張は認められない。 

（５）小括 

以上のとおり、本件規定のうち本件所得要件を定める部分は憲法１４条１項に違反する

ものではなく、有効であるから、原告に寡夫控除を適用せずにされた本件各更正処分及び

本件各通知処分は適法である。 

（原告の主張の要旨） 

（１）判断枠組みについて 

最高裁昭和６０年判決は、「租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取

扱いの区別は、その立法目的が正当なものであり、かつ、当該立法において具体的に採用

された区別の態様が上記目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、そ

の合理性を否定することができず、これを憲法１４条１項の規定に違反するものというこ

とはできない」と述べているが、本件区別は、所得の性質の違い等を理由とする区別では

ない。 

最高裁昭和６０年判決の伊藤正己裁判官の補足意見では、憲法１４条１項後段の事由に

基づく区別についての違憲性判断は、厳格な基準で判断されるべきである旨が述べられて

いる。本件区別は、性別を理由とした差別であり、憲法１４条１項後段は、性別によって

経済的に差別されない旨を明定しているのだから、違憲判断基準について、合理性の基準

ではなく、より厳格な基準による審査が必要というべきである。 

（２）本件区別に係る立法目的について 

本件規定における法的取扱いの区別の理由は、寡夫控除立法当時の資料によると、係累

のないものや係累があっても父母のような場合は寡夫控除適用の必要はないとされ、父子

世帯に適用するに際しても厳しい財政事情を理由に、寡婦に認められている措置を必要な

範囲内で男性に及ぼすとしており、当時の財政事情が理由であって、この両者自身の租税

負担能力の差異などによるものではない。寡夫控除に本件所得要件が設けられた真の立法
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目的は、ひとり親世帯の事実上の差異に相応して法的取扱いを区別するためのものではな

く、国家財政上の事情によるものであり、寡夫控除を制限して税収減を防止することにあ

る。 

立法目的が以上のようなものであることは、後記（３）のとおり、立法手段との関連性

がないことに加え、寡夫控除導入時の参議院大蔵委員会での議論や令和元年１１月に提出

された寡婦等控除の制度に関する質問主意書に対する内閣総理大臣の答弁でも寡夫控除導

入当時の財政事情の厳しさに触れられていることのほか、当初は厚生省が所得要件なしの

寡夫控除の導入を主張したにもかかわらず、大蔵省が財政事情の厳しさを背景に本件所得

要件を追加したという経緯等からも裏付けられている。 

以上のような真の立法目的は、納税者間の事実上の差異に相応せず、納税者本人とは無

関係な事情により、不合理に重い負担を課すものであり、たとえ財源確保を目的としたも

のであっても、租税の公平負担原則の一つである水平的公平負担の原則を無視したもので

ある。仮に、本件区別の立法目的を、配偶者と離婚又は死別して、単身で子供を育ててい

る母親と父親との間の租税負担能力等の差異への配慮と解しても、これらの差異は全ての

所得水準で存在するものではなく、後記（３）のとおり、高所得のひとり親には存在しな

いのであるから、高所得の父子世帯の父親には無関係な理由であり、区別に正当性はない

というべきである。それでもなお、母子世帯の母親と父子世帯の父親を全体的に見れば差

異があるというのであれば、そこに論理性はなく、先入観やジェンダーバイアスによるも

のであって、不合理である。 

以上のとおり、本件区別ないし本件規定の真の立法目的は正当なものではなく、厳格な

基準によれば明らかに違憲であるが、最高裁昭和６０年判決のいう合理性の基準に当ては

めたとしても違憲である。 

（３）立法目的との関係において、本件区別の態様が合理的といえるかについて 

ア 統計によれば、所得５００万円を超える母子世帯の母親と父子世帯の父親には、平均

収入額、子の平均人数、末子の平均年齢、就業状況等の比較では、両者は同等であり、

父子世帯の父親の租税負担能力が高いということはできない。 

被告は、母子世帯の母親と父子世帯の父親とでは、年間収入、就労の状況、仕事の安定

性、住居保有状況などの点において差異が存在するとして、父子世帯は母子世帯に比べ

て相対的に高い租税負担能力を有していると主張しているが、これらの比較は母子世帯

と父子世帯の全体を比較したものである。本件区別は、高所得の母子世帯と高所得の父

子世帯を区別し、法的に異なる扱いをしているのだから、被告はこの両者の租税負担能

力の差異を立証しなければならないところ、なんら言及しておらず、所得が５００万円

を超える父子世帯と母子世帯に租税負担能力の差異はない。むしろ、父子世帯の方が死

別が多かったり、離婚した配偶者から受け取る養育費も父子家庭の方が少なかったりす

ることが指摘できる。 

寡婦控除も寡夫控除も通常に比べて特別な出費を要することを考慮したものであり、所

得５００万円を超える父子世帯の父親だけがその出費がなくなるわけではない。 

また、母子世帯の母親でも父子世帯の父親でも、求職するとなれば条件は厳しくなる。

家事や養育を配偶者と分担できないひとり親は、家事や養育にかけられる時間が制限さ

れ、それを補うために割高な商品やサービスを購入することになる。すなわち、寡婦等
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控除は、通常に比べて特別な出費がかさむことから相対的に租税負担能力が低くなるこ

とを考慮し、税負担を軽減するためのものなのである。 

イ 実態としては、父子世帯の父親と母子世帯の母親の全体を比較しての租税負担能力の

差異は、就業構造基本調査等（甲３、２１～２３）によれば、以下のとおり、所得が５

００万円（おおむね年収６７８万円～７００万円）以下の層（以下「基準以下の層」と

いう。）の差異が反映されたものである。 

平成２７年において、母子世帯の母親の年間収入額は２４３万円、父子世帯の父親のそ

れは４２０万円である。しかし、これを基準以下の層と、所得が５００万円を超える層

（以下「基準超過層」という。）とに分けてみると、前者においては、母子世帯の母親

が年収２２１万円、父子世帯の父親が年収３７６万円であるのに対し、後者においては、

母子世帯の母親が年収１１４７万円、父子世帯の父親が年収９１４万円である。さらに、

養育費の年間平均受取額についても、父子世帯の父親より母子世帯の母親の方が多い。

これらのとおり、収入の観点では、基準超過層において、父子世帯の父親の方が母子世

帯の母親よりも租税負担能力が高いということはできない。 

平成２９年の調査結果によると、基準超過層の母子世帯の母親は約１万１５００人、同

じ層の父子世帯の父親は約１万３３００人であって、人数でみても大差はない。 

就業率についても、基準超過層でみれば、平成１９年、平成２４年及び平成２９年の調

査結果をみると、常に母子世帯の母親の方が父子世帯の父親よりも低いわけではなく、

固定的な傾向は認められない。 

雇用形態についてみても、平成２９年の調査結果によると、年収５００万円以上の層で

は、非正規雇用等の割合は、男女ともに２～３％程度であり、割合の低さは共通してい

る。 

平均在職期間については、平成２８年の調査結果によると、基準超過層では、男女とも

に２２～２３年程度であり、仕事の安定性にも性差はないといえる。 

住居保有状況については、そもそも、持ち家率と租税負担能力との関係を被告は明らか

にしていない。住宅ローンの有無や、社宅のように住宅費用が低額ですむ場合があるこ

となど、様々な事情があるので、住居を保有している者の租税負担能力が高いとは一概

にはいえない。 

また、一般的な夫婦は、妻よりも夫の方が収入が多いことから、離婚後の収入額が同じ

水準であれば、母子世帯の母親の離婚前の世帯収入の方が、父子世帯の父親の離婚前の

世帯収入より多いと考えられる。そうすると、離婚時の共有財産は母子世帯の母親の離

婚前の世帯の方が多いと考えられ、それを財産分与すれば、母子世帯の母親の方が所有

する資産は多いといえよう。したがって、保有資産の観点からいえば、母子世帯の母親

の方が同じ所得水準の父子世帯の父親よりも相対的に高い租税負担能力があるというべ

きである。 

ひとり親の住居保有状況について、全国的なひとり親の所得水準別の統計はないが、広

島市での調査によると、年収４００万円以下では父子世帯の父親の持ち家率の方が母子

世帯の母親よりも多いが、年収４００万円から５００万円の層ではそれが逆転している

とのことである。この点からも、基準超過層において、父子世帯の父親の方が母子世帯

の母親よりも持ち家率が決定的に高いということはできないのであり、仮に住居保有状
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況が租税負担能力に関連するとしても、住居保有率の観点からは、基準超過層の父子世

帯の父親の方が母子世帯の母親よりも租税負担能力が高いとはいえない。 

以上によれば、基準超過層においては、父子世帯の父親は、母子世帯の母親に比べて、

高い租税負担能力を有しているとはいえない。 

ウ 仮に、本件区別の立法目的が「相対的に租税負担能力が低い者や生活関係上の負担が

大きい者の租税負担を軽くなるように調節すること」であるならば、基準以下の層の母

子世帯の母親の税負担を、同じ層の父子世帯の父親の税負担より軽くなるよう調節する

手段が、目的を達成する手段であって、関連性のある手段となる。しかし、寡夫につい

て、３０号イの寡婦にはない本件所得要件を設けるという手段（本件区別）では、基準

以下の層の母子世帯の母親と父子世帯の父親との間の税負担を調節することにはならず、

目的を達成できない。その上、本件区別は、租税負担能力や生活関係に特段の性差がな

い基準超過層の父子世帯の父親を、性別の違いだけで税負担を重くし、冷遇する理不尽

なものであり、不合理な手段であるから、立法目的と立法手段との間に合理的関連性が

ない（このように合理的関連性のない手段となっていること等からして、結局、本件区

別の真の立法目的は、前記（２）のとおり、寡夫控除を制限して税収減を軽減すること

にあったというべきであり、正当な目的ではない。）。 

エ さらに、令和２年税制改正の過程において、基準超過層では母子世帯の母親の方が父

子世帯の父親よりも平均年収が高いという統計が検討されたとのことであり、こうした

事実が、民間の分析にとどまらず、立法事実として新たに確認されたことを踏まえる必

要がある。この立法事実によって、「男性と女性の間に存在する租税負担能力の違いや

生活関係の差異を考慮する」とした立法目的と、「所得要件の差異によって、高所得母

子世帯の母親には寡婦控除を適用し、高所得父子世帯の父親は寡夫控除の適用外とす

る」という立法手段は、関係が真逆であると判明したのであるから、合理的関連性がな

い。 

（４）その余の被告の主張に対する反論 

ア 被告は、本件所得要件の設置によって中低所得者の租税負担の軽減を図るという目的

は達成されるなどとして、本件所得要件を設けるという立法手段が立法目的を達成する

ものであるかのように主張する。しかし、本件の争点は、所得要件の有無について性別

によって差を設けるという立法手段が立法目的を達成するものかが争点であって、被告

の主張は論点のすり替えである。 

イ 被告は、母子世帯の中で基準超過層の世帯の割合は１．８５％であり、仮にこれらの

世帯において租税負担能力があって本来は寡婦控除を受けるような特別な支出がなかっ

たとしても、租税の効率的徴収の観点から制度として是認し得る範囲といえるとし、高

所得の母子世帯の母親に所得要件を設置しないのは少数不追及の観点から是認できると

主張している。しかしながら、寡夫控除の創設は昭和５６年であるが、平成元年税制改

正で特別寡婦控除が創設されている。この結果、所得５００万円以下の母子世帯の母親

の所得控除額は３５万円となり、所得５００万円を超える母子世帯の母親の所得控除額

は２７万円で維持された。 

このように、本件各処分時における所得税法は、所得５００万円以下の母子世帯の母親

と所得５００万円を超える母子世帯の母親との間で、寡婦控除の扱いを明確に分けてお
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り、少数だからといって看過する制度にはなっていないのであるから、少数不追及の観

点から是認できるとの主張は的を射ないものである。そもそも、人数でいえば、基準超

過層における母子世帯の母親と父子世帯の父親は同程度である。ひとり親全体を分母に

した割合を比較しても、税の徴収効率には無関係であり、被告の主張は当を得ない。 

また、各種の人的な所得控除のうち、所得要件がないものが多く、所得要件のあるもの

の方が少数であるから、寡夫控除に所得要件を設けることが正解とはいえない。 

ウ 被告は、令和２年税制改正の経緯において、改正前の本件規定が憲法１４条１項に違

反するとの意見は全く示されていないと主張するが、上記改正の基礎となった令和元年

１２月の与党税制改正大綱を主導した税制調査会会長は、本件区別は憲法上の問題であ

る旨述べていた。このことからすれば、上記改正は、単なる不公平の解消ではなく、本

件区分が不合理な差別であったために本件規定が憲法１４条１項に違反しており、その

問題を解決するために行われたといえる。 

（５）小括 

ア 以上のとおり、厳格な基準及び合理性の基準のいずれで判断しても、本件規定のうち

本件所得要件の定めについて立法目的は正当とはいえず、目的と手段の関連性も認めら

れないのであり、本件区別は性別を理由とした不合理な差別である。 

イ そこで上記差別を解消する必要があるが、仮に母子世帯の母親にも父子世帯の父親と

同様の所得要件を設けるという方法で不平等を解消するとすれば、離死別した後に単身

で子を養育するに当たって通常より出費が多くなることへの配慮という、寡婦等控除を

設けた法の趣旨を没却するものであって採用し得ないから、父子世帯の父親に課してい

る本件所得要件を無効とする方法によるべきである。なお、いわゆる国籍法違憲判決

（最高裁平成●●年（○○）第●●号同２０年６月４日大法廷判決・民集６２巻６号１

３６７頁）を踏まえると、本件規定が憲法１４条１項に違反するからといって規定全体

を無効とするのではなく、寡婦控除との区別を生じさせている本件所得要件の部分のみ

が無効になると解すべきである。被告は、本件規定において、本件所得要件を定める部

分とその他の部分とが不可分一体であると主張するが、そもそも寡夫控除の創設に当た

り、厚生省の原案に所得要件がなかったこと等からして、不可分一体ではないというべ

きである。 

ウ 以上によれば、原告に対して寡夫控除の適用を認めずに行われた本件各更正及び本件

各通知処分は違法であるから、取り消されるべきである。 

エ ただし、令和２年税制改正で母子世帯の母親の寡婦控除にも所得要件を設けることに

なったこと、別件訴訟で地方税法における寡夫控除の所得要件が憲法１４条１項に違反

しないとの最高裁判決が言い渡されたことを踏まえ、仮に、本件規定のうち本件所得要

件を定める部分を無効とすることが大きな混乱を招くおそれがあると考えられる場合は、

行政事件訴訟法３１条１項を適用すべきである。 

２ 争点（２）（本件各賦課決定処分の適法性〔具体的には、国税通則法６５条４項の「正当な

理由」の有無〕）について 

（被告の主張の要旨） 

本件各更正処分はいずれも適法であるところ、原告が本件各更正処分により新たに納付すべ

きこととなった税額の計算の基礎となった事実のうちに、本件各更正処分前における税額の計
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算の基礎とされていなかったことについて、国税通則法６５条４項に規定する「正当な理由」

があると認められるものはない。 

（原告の主張の要旨） 

前記１において述べたとおり、本件各更正処分は違法であって取り消すべきものであるから、

これを前提とする本件各賦課決定処分も違法である。 

また、これをおくとしても、原告は、寡夫控除に関する制度上の問題提起を行うために本件

訴訟を提起したものであり、取消訴訟を提起するためにはその対象となる行政処分を受ける必

要があったことから、平成２４年分から平成２６年分までについては、寡夫控除が適用される

前提での確定申告を行ったに過ぎず、納税額をごまかす等の目的はなかった。そして、原告が

本件訴訟で提出した高所得ひとり親の平均収入の男女差などの統計が立法府で検討され、令和

２年税制改正で本件区別の撤廃につながったという事情を踏まえると、本件区別ないし本件規

定に問題があったことは間違いなく、原告が上記のような確定申告を行ったことには、国税通

則法６５条４項の「正当な理由」がある。 

したがって、仮に本件各更正処分の取消しが認められないとしても、本件各賦課決定処分は

違法であって取り消されるべきである。 

以上 
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別表１ 

平成24年分更正処分等の経緯 

（単位：円） 

※１ 「課税総所得金額」（⑤欄）の金額は、１０００円未満を切り捨てた後の金額である（通則法118条１項）。 

※２ 「納付すべき税額」（⑨欄）の「△」は、還付金の額に相当する税額である。 

別表２ 

平成25年分更正処分等の経緯 

（単位：円） 

※１ 「課税総所得金額」（⑤欄）の金額は、１０００円未満を切り捨てた後の金額である（通則法１１８条１項）。 

※２ 「納付すべき税額」（⑩欄）の「△」は、還付金の額に相当する税額である。 

※３ 「納付すべき税額」（⑩欄）の金額がプラスの場合は、１００円未満を切り捨てた後の金額である（通則法１１９条１項）。 

項目 確定申告 更正処分等 審査請求 本件裁決 

年月日 平成 29 年 12 月 28 日 平成 30 年 3 月 27 日 平成 30 年 5 月 24 日 平成 30 年 11 月 13 日

総所得金額 
（給与所得の金額） 

① 6,530,777 6,530,777 6,530,777

棄
却

所得控除の額の合計額 
（③＋④） 

② 2,091,157 1,821,157 2,091,157

内
訳

寡夫控除の額 ③ 270,000 0 270,000

その他の所得控除の額の計 ④ 1,821,157 1,821,157 1,821,157

課税総所得金額 
（①－②） 

⑤ 4,439,000 4,709,000 4,439,000

課税総所得金額 

に対する税額 
⑥ 460,300 514,300 460,300

住宅借入金等特別控除の額 ⑦ 144,900 144,900 144,900

源泉徴収税額 ⑧ 369,400 369,400 369,400

納付すべき税額 

（⑥－⑦－⑧） 
⑨ △54,000 0 △54,000

過少申告加算税 ⑩ － 5,000 0

項目 確定申告 更正処分等 審査請求 本件裁決 

年月日 平成 29 年 12 月 28 日 平成 30 年 3 月 27 日 平成 30 年 5 月 24 日 平成 30 年 11 月 13 日

総所得金額 

（給与所得の金額） 
① 6,099,021 6,099,021 6,099,021

棄
却

所得控除の額の合計額 
（③＋④） 

② 2,482,464 2,212,464 2,482,464

内
訳

寡夫控除の額 ③ 270,000 0 270,000

その他の所得控除の額の計 ④ 2,212,464 2,212,464 2,212,464

課税総所得金額 

（①－②） 
⑤ 3,616,000 3,886,000 3,616,000

課税総所得金額 

に対する税額 
⑥ 295,700 349,700 295,700

住宅借入金等特別控除の額 ⑦ 138,700 138,700 138,700

復興特別所得税額 
（（⑥－⑦）×2.1％） 

⑧ 3,297 4,431 3,297

源泉徴収税額 ⑨ 215,400 215,400 215,400

納付すべき税額 

（⑥－⑦＋⑧－⑨） 
⑩ △55,103 0 △55,103

過少申告加算税 ⑪ － 5,000 0
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別表３ 

平成26年分更正処分等の経緯 

（単位：円） 

※１ 「課税総所得金額」（⑤欄）の金額は、１０００円未満を切り捨てた後の金額である（通則法118条１項）。 

※２ 「納付すべき税額」（⑩欄）の「△」は、還付金の額に相当する税額である。 
※３ 「納付すべき税額」（⑩欄）の金額がプラスの場合は、１００円未満を切り捨てた後の金額である（通則法119条１項）。 

別表４ 

平成27年分通知処分等の経緯 

（単位：円） 

項目 確定申告 更正の請求 通知処分 審査請求 本件裁決 

年月日 平成29年12月28日 平成29年12月28日 平成30年3月27日 平成30年5月24日 平成30年11月13日

総所得金額 

（給与所得の金額） 
① 7,070,292 7,070,292

更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知

7,070,292

棄
却

所得控除の額の合計額 

（③＋④） 
② 2,686,910 2,956,910 2,956,910

内
訳

寡夫控除の額 ③ － 270,000 270,000

その他の所得控除の額の計 ④ 2,686,910 2,686,910 2,686,910

課税総所得金額 

（①－②） 
⑤ 4,383,000 4,113,000 4,113,000

課税総所得金額 
に対する税額 

⑥ 449,110 395,100 395,100

復興特別所得税額 
（⑥×2.1％） 

⑦ 9,431 8,297 8,297

源泉徴収税額 ⑧ 436,200 436,200 436,200

納付すべき税額 
（⑥＋⑦－⑧） 

⑨ 22,300 △32,803 △32,803

※１ 「課税総所得金額」（⑤欄）の金額は、１０００円未満を切り捨てた後の金額である（通則法１１８条１項）。 

※２ 「納付すべき税額」（⑨欄）の「△」は、還付金の額に相当する税額である。 

※３ 「納付すべき税額」（⑨欄）の金額がプラスの場合は、１００円未満を切り捨てた後の金額である（通則法１１９条１項）。 

項目 確定申告 更正処分等 審査請求 本件裁決 

年月日 平成 29 年 12 月 28 日 平成 30 年 3 月 27 日 平成 30 年 5 月 24 日 平成 30 年 11 月 13 日

総所得金額 
（給与所得の金額） 

① 6,931,266 6,931,266 6,931,266

棄
却

所得控除の額の合計額 
（③＋④） 

② 2,564,268 2,294,268 2,564,268

内
訳

寡夫控除の額 ③ 270,000 0 270,000

その他の所得控除の額の計 ④ 2,294,268 2,294,268 2,294,268

課税総所得金額 
（①－②） 

⑤ 4,366,000 4,636,000 4,366,000

課税総所得金額に対する税額 ⑥ 445,700 499,700 445,700

住宅借入金等特別控除の額 ⑦ 132,400 132,400 132,400

復興特別所得税額 

（（⑥－⑦）×2.1％） 
⑧ 6,579 7,713 6,579

源泉徴収税額 ⑨ 375,000 375,000 375,000

納付すべき税額 
（⑥－⑦＋⑧－⑨） 

⑩ △55,121 0 △55,121

過少申告加算税 ⑪ － 5,000 0
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別表５ 

平成28年分通知処分等の経緯 

（単位：円） 

※１ 「課税総所得金額」（⑤欄）の金額は、１０００円未満を切り捨てた後の金額である（通則法118条１項）。 
※２ 「納付すべき税額」（⑨欄）の「△」は、還付金の額に相当する税額である。 
※３ 「更正の請求」欄については、原告が平成28年分更正の請求書（乙第３号証）に記載したとおりの金額であり、「源泉徴収税額」（⑧欄）の記

載がない。 
また、還付金の額に相当する税額として記載されている金額（△55，134）は、原告が更正の請求により求める還付金額と当初確定申告における

還付金額との差額を記載しているものと思料する。 
※４ 「審査請求」欄については、原告の平成28年分更正の請求書の記載に一部記載漏れ等があったことから、原告の審査請求時の主張に基づき求め

ていたと思料される金額を記載した。 

別表６ 

平成29年分通知処分等の経緯 

（単位：円） 

※１ 「課税総所得金額」（⑤欄）の金額は、１０００円未満を切り捨てた後の金額である（通則法１１８条１項）。 
※２ 「納付すべき税額」（⑨欄）の「△」は、還付金の額に相当する税額である。 
※３ 「更正の請求」欄については、原告が平成29年分更正の請求書（乙第４号証）に記載したとおりの金額であり、「源泉徴収税額」（⑧欄）の記

載がない。 
また、還付金の額に相当する税額として記載されている金額（△55，134）は、原告が更正の請求により求める還付金額と当初確定申告における

還付金額との差額を記載しているものと思料する。 
※４ 「審査請求」欄については、原告の平成29年分更正の請求書の記載に一部記載漏れ等があったことから、原告の審査請求時の主張に基づき求め

ていたと思料される金額を記載した。 

項目 確定申告 更正の請求 通知処分 審査請求 本件裁決 

年月日 平成 30 年 3 月 16 日平成 30 年 3 月 16 日平成 30 年 4 月 25 日平成 30 年 5 月 24 日平成 30 年 11 月 13 日

総所得金額 
（給与所得の金額） ① 7,732,446 7,732,446

更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知

7,732,446

棄
却

所得控除の額の合計額 
（③＋④） 

② 2,760,340 3,030,340 3,030,340

内
訳

寡夫控除の額 ③ － 270,000 270,000

その他の所得控除の額の計 ④ 2,760,340 2,760,340 2,760,340

課税総所得金額 
（①－②） 

⑤ 4,972,000 4,702,000 4,702,000

課税総所得金額 
に対する税額 ⑥ 566,900 512,900 512,900

復興特別所得税額 
（⑥×2.1％） 

⑦ 11,904 10,770 10,770

源泉徴収税額 ⑧ 584,100 － 584,100

納付すべき税額 
（⑥＋⑦－⑧） ⑨ △5,296 △55,134 △60,430

項目 確定申告 更正の請求 通知処分 審査請求 本件裁決 

年月日 平成 30 年 3 月 15 日平成 30 年 3 月 16 日平成 30 年 4 月 25 日平成 30 年 5 月 24 日平成 30 年 11 月 13 日

総所得金額 
（給与所得の金額） ① 7,469,859 7,469,859

更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知

7,469,859

棄
却

所得控除の額の合計額 
（③＋④） ② 3,157,635 3,427,635 3,427,635

内
訳

寡夫控除の額 ③ － 270,000 270,000

その他の所得控除の額の計 ④ 3,157,635 3,157,635 3,157,635

課税総所得金額 
（①－②） ⑤ 4,312,000 4,042,000 4,042,000

課税総所得金額 
に対する税額 

⑥ 434,900 380,900 380,900

復興特別所得税額 
（⑥×2.1％） ⑦ 9,132 7,998 7,998

源泉徴収税額 ⑧ 470,900 － 470,900

納付すべき税額 
（⑥＋⑦－⑧） 

⑨ △26,868 △55,134 △82,002


